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参 考 資 料 ５   

 

○働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後

の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について（平成 30 年 12 月 28

日付け基発第 16 号労働基準局長通達）（抄） 

 

＜労働者の心身の状態に関する情報の取扱い（新じん肺法第 35 条の３第１項

から第４項まで及び新安衛法第 104 条第１項から第４項まで、新じん肺則

第 33 条及び新安衛則第 98 条の３並びに心身の状態の情報指針関係）＞ 

問 10 労働者の心身の状態に関する情報について、事前に労働者本人の同

意なしに事業者が取り扱うことができる場合や新安衛法第 104 条第１

項及び新じん肺法第 35 条の３第１項に規定する「その他正当な事由が

ある場合」とは、どのようなものが含まれるか。 

答 10 「その他正当な事由がある場合」とは、メンタルヘルス不調により

自殺企図の徴候が見られる場合など、人の生命、身体又は財産の保護

のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

るときなど、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

第 16 条第３項各号に該当する以下の場合が含まれる。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が

ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の

定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。 

 


